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（養女チー（猫）の名前は入っていません。） 

 

残暑お見舞い申し上げます。 

 本年４月２７日には、新型コロナウィルス感染症は終息していないにも係わらず感染症

法上の分類が５類に引き下げられ、日常の生活が戻って来ました。今も第９波の真っ只中

ですが、人の動きはコロナ禍前に戻ったようです。当事務所では、５類引き下げ前は事務

所に来ていただいたお客様にもマスクの着用をお願いしていましたが、５類引き下げ以降

はお客様の判断に任せるようになりました。致死率等はインフルエンザ並みになったとは

いえ若年層を中心に後遺症に悩む人も少なからずいらっしゃることから、今後とも感染に

気を付けていきたいと思っています。 

 ところが人の移動が妨げられなくなったにも関わらず、我が家では今年の夏は子供達が

誰一人帰省しないと言いますので、私の方から東京へ会いに行くことにしました。いつも

いてくれるのは末っ子のチーだけです。 

 さて、当事務所の創立

２０周年記念業として始

まった鉄道線路沿いの旅

は、東方面で兵庫県たつ

の市の竜野駅まで、西方

面は広島県廿日市市の阿

品駅までを歩き、山陽本

線は残すところ５８駅２

５３．８営業ｋｍとなり

ました。 
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また、創立２５周年記

念事業として始まったＲ

ＵＮＮＥＲは、全国のマ

ラソン大会出場を目指し

ているところ４７都道府

県中３７都道府県のマラ

ソン大会で完走を果たし

ました。その結果、フル

マラソン２７回、ハーフ

マラソン４７回の完走を

達成しました。また、ニ

ューイヤー駅伝のコースは、新に２区を走りました。 

 今年も連日の猛暑日や台風に加えて、に新型コロナウィルス感染症、インフルエンザ等

の複数の感染症が流行する厳しい夏がもう少し続きそうですが、熱中症対策並びに感染対

策を十分にとられ、皆様が健康に過ごされますようお祈り申し上げます。 

 

隣地使用権について 

 街中などでは隣の敷地までに十分な距離がとれず、自宅を新築したり改築したりする場

合に、どうしても公示期間中に隣の敷地を使用しなければならないことがあります。この

ような事態に備えて民法第２０９条は「隣地の使用を請求できる。」と規定していました。

そこで使用を請求して断られた場合には、承諾に代わる判決を得る必要があったため、倒

壊の恐れがあるような場合には、間に合いませんでした。そのため本年４月１日に改正民

法第２０９条が施行され、「隣地を使用できる。」ようになりました。この結果、隣人の

許可がなくても、反対されても隣地を使用できることになりました。ただし、権利だから

といって、無断でいきなり隣地に立ち入って使用するようなことをすれば、人間関係が悪

化することは必定ですので、従来どおり使用をお願いするようにして下さい。 

 

夏期休業のお知らせ 

 当事務所では、下記のとおり、夏期休業を実施いたします。今年は６連休となり、長い
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夏休みとなりました。なお、休業中も事務所の電話は私の携帯電話へ転送されていますの

で、お急ぎの方に限り、事務所（２２－２０７３）までお電話下さい。ただし、連絡がと

れるという保証はありません。 

夏期休業 ８月１１日（金）～８月１６日（水） 


